


サ ー ビ ス ・ 施 設 の 利 用

３．事業説明

５．アクセス

６．お問い合わせ先 （各種サービスの内容や個別の相談等）

石 見 養 護 学 校 TEL0855-95-0319 FAX0855-95-0291 Email : iwamiyougo-01@shimanet.ed.jp
く る み 邑 美 園 TEL0855-95-0327 FAX0855-95-1991 Email : i-kurumi@tx.miracle.ne.jp
緑 風 園 TEL0855-95-0363 FAX0855-95-0147 Email : ryokufu@ssw.or.jp
愛 香 園 TEL0855-95-0811 FAX0855-95-0805 Email : aikouen@tx.miracle.ne.jp

４．利用方法 支援費制度のサービスを利用するために

知的障害児施設

（くるみ学園）

知的障害児（18歳未満）を受け入れて、基本的生活習慣の確立及び社会適応力を高めるための支援を目的と

しています。

知的障害者更生施設

（くるみ邑美園）

知的障害者（18歳以上）を受け入れ、社会生活への自立に必要な知識・技術を身につけるための支援を目的

としています。

知的障害者更生施設

（緑風園）

知的障害者（18歳以上）を受け入れ、一人ひとりの健康状態に配慮しながら、日常生活支援及び基本的な生

活習慣の自立に必要な支援を目的としています。

知的障害者授産施設 入所部

(愛香園) 通所部

知的障害者（18歳以上）であって雇用される事が困難な方に自活に必要な訓練を行うとともに、就労の場を

与えて自活してゆくことを目的としています。

知的障害者地域生活援助事業

（グループホーム）

グループホームでは、地域で生活の場を確保し、地域社会の一員として共同して日常生活ができるよう援助

します。（９ヶ所）

地域療育等支援事業

緑風園（地域療育等支援事業受託施設）では、在宅で生活されている障害児・者やその家族の安心できる生

活を支えるため、個別の相談に応じると共に各種サービス利用のための援助・調整等を行なう事業を実施し

ています。費用は無料です。

知的障害者生活支援事業
愛香園では、地域で生活する知的障害者とその家族のための社会生活の支援や種々の相談・援助窓口を開設

しています。必要な場合は、訪問して相談に応じます。障害者が集まる交流の場ともなります。

ホームヘルプ事業
ヘルパーステーションと契約していただき、自宅でのホームヘルプサービス(身体介護・家事援助）と外出の

お手伝いをするガイドヘルプサービス（移動介護）を行ないます。

※知的障害(児)者短期入所事業

（ショートスティ）

一時的に家庭で介護・支援ができない場合に、短期間の入所利用ができ、自立に向けた援助と介護を行ない

ます。宿泊を伴わない、日中受入についても、随時利用できます。

身体障害者小規模通所授産施設

（いずみの里）

小規模通所授産施設は、地域で生活している知的障害者が、「仕事」と｢仲間との生活｣を通して、就労意欲

の向上と地域でのより充実した生活の実現のために支援することを目的としています。

地域交流ホーム
地域住民の福祉活動への参加推進を図る拠点として、又、地域住民と利用者の交流の場として活用する事を

目的にしています。

四ッ葉ショップ 四ッ葉の里、各施設の農産物・加工食品・手工芸品等及び地域住民からの出品物の即売を行っています。

引用地図

情 報 収 集 ･ 相 談

サ ー ビ ス ・ 施 設 の 決 定

支 援 費 の 申 し 込 み

事 業 者 ･ 施 設 と の 契 約

利 用 料 の 支 払 い

ステップ１

ステップ２

ステップ３

ステップ４

ステップ５

ステップ６

※情報の収集方法 市町村の窓口で相談したり、施設の紹介を見て利用希望の施設を探します。
相談を受付けている窓口は、
市町村役場・福祉事務所・地域療育等支援事業者・生活支援センター相談員・等

サービス･施設を決定します。

市町村に支援費の支給を申し込みます。

事業者・施設と契約をします。

契約したサービス・施設を利用します。

事業者・施設へ利用料を支払います。
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霧の湯温泉


